
富津市社会教育委員会議録 

 

１ 会議の名称  令和３年度第１回富津市社会教育委員会議  

２ 開催日時  
令和３年６月 25 日(金) 

午後２時 00 分～午後３時 30 分 

３ 開催場所  富津市役所 502・503 会議室  

４ 審議等事項  

（１）  富津市社会教育委員会議委員長の選出について  

（２）  富津市社会教育委員会議副委員長の選出につい

て 

（３）  君津地方社会教育委員連絡協議会理事の選出に

ついて  

（４）  明るい選挙推進協議会委員の選出について  

（５）  令和３年度事業計画（案）について  

５ 出席者名  

（社会教育委員）  

鳩飼直、宮内和男、鹿島嘉髙、嶌津澄夫、大野泰代、  

髙橋栄二、杉田玲子、森千枝子、石井喜美子、佐藤泰代  

（事務局）  

岡根教育長、平野教育部長、平野公民館長、  

樋口生涯学習課長、伊藤生涯学習課長補佐、網代主査、 

杉本司書、伊藤社会教育指導員、多賀社会教育指導員、 

 和田社会教育指導員、鈴木家庭教育指導員  

６ 公開又は  

非公開の別  
公開   ・  一部非公開  ・  非公開  

７ 非公開の  

理由 
 

８ 傍聴人数 １人（定員５人）  

９ 所管課  教育部生涯学習課社会教育係  電話：８０－１３４５  

10 会議録  

（発言の内容）  
別紙のとおり  
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第１回  富津市社会教育委員会議会議録  

発言者  発言内容  

（事務局）  

樋口課長  

 

 

 

 

 

 

（事務局）  

伊藤課長補佐  

 

（事務局）  

樋口課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局）  

岡根教育長  

 

（事務局）  

樋口課長  

 

それでは定刻となりましたので、始めさせて頂きます。  

議員の皆さまにおかれましては、ご多用の所、本会議にご出

席頂き、誠にありがとうございます。  

本日の進行を務めさせていただいます、生涯学習課長の樋口

でございます。よろしくお願いいたします。  

会議に先立ちまして、伊藤課長補佐より配布資料の確認をさ

せていただきます。 

 

（資料確認）  

 

 

それでは、ただ今から令和３年度第１回富津市社会教育委員

会議を開始いたします。  

始めに、本日の出席状況を報告いたします。  

本日の出席委員は１０名、欠席委員は３名です。従いまして、

過半数の出席がございますので、社会教育委員会議運営規則第

３条第５項の規定により、本会議は成立しております。  

続きまして、これより委嘱状の交付をさせていただきます。 

お名前を読み上げいたしますので、その場でご起立をお願いい

たします。  

 

（委嘱状を交付する。）  

 

 

それでは、今年度最初の会議でございますので、委員の皆様

の自己紹介をお願いします。  

座席順に鳩飼委員からお願いいたします。  
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各委員  

 

（事務局）  

樋口課長  

 

 

各職員  

 

（事務局）  

樋口課長 

 

（事務局）  

岡根教育長  

 

（事務局）  

樋口課長  

 

 

 

 

 

 

 

（仮議長）  

岡根教育長  

 

 

 

 

 

（自己紹介をする。）  

 

ありがとうございました。  

続きまして、事務局職員の自己紹介を行います。  

教育長からお願いいたします。  

 

（自己紹介をする。）  

 

それでは、次第に従って進めてまいります。  

はじめに、岡根教育長よりごあいさつ申し上げます。  

 

（教育長あいさつ）  

 

 

ありがとうございました。  

ここで、会議の公開について説明いたします。 

本会議は、富津市情報公開条例第 23 条第１項の規定により

公開となります。会議録作成のため録音をさせていただいてお

りますので、ご了承願います。  

 これより、議事に入りますが、委員長が選任されるまでの間、

慣例によりまして教育長が仮議長の職を務めます。  

岡根教育長は仮議長席に移動願います。  

 

それでは、委員長が選任されるまでの間、仮議長を務めさせ

ていただきます。  

議題（１）富津市社会教育委員会議委員長の選出について  

を議題といたします。  

富津市社会教育委員会議運営規則第２条第１項の規定で、

「委員長及び副委員長は、委員の互選により定める」となって
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（仮議長）  

岡根教育長  

 

各委員  

 

（仮議長）  

岡根教育長  

 

（事務局）  

伊藤課長補佐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おりますが、今回は事務局からご説明したいことがあるような

ので、発言を許可してよろしいでしょうか。   

 

 異議なし。 

 

 それでは、事務局の方から説明をお願いします。  

 

 

それでは、ご説明申し上げます。  

富津市社会教育委員の皆様は、同時に、君津地方社会教育委

員連絡協議会の構成員となります。今月のはじめに君津地方連

協総会の書面開催についての通知をお送りしました。  

その総会の議題の中に、「役員の承認について」がございま

した。  

本来ですと、市の定例会議で皆様にお諮りして、当市の役員

等が決定したのちに、君津地方連協の役員として推薦すべきと

ころですが、総会の送付文でも触れましたとおり、書面でのや

り取りの時間を省くため、各市事務局及び連協事務局におい

て、ご本人様方にご承諾いただいた上で、事務局案を提出させ

ていただきました。委員の皆様には、誠に申し訳ございません

が、ご了承くださいますようお願いいたします。  

 つきましては、市の委員改選後の会議では、通常であれば、

まず委員長を選任し、委員長が議長になった上で、あらためて

副委員長を互選していただくところですが、今回は変則的では

ございますが、お話しした経緯を踏まえまして、委員長及び副

委員長、並びに君津地方連協の理事を含めた役員選出につきま

して、君津地方の総会でお示しした事務局案を提出させていた

だきます。  

 まず、本日お配りした令和３年度君津地方社会教育委員連絡

協議会会員名簿をご覧ください。No.27～39が富津市の委員で、
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（事務局）  

伊藤課長補佐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮議長）  

岡根教育長  

 

（仮議長）  

岡根教育長  

 

 

 

 

 

 

各委員  

 

（仮議長）  

岡根教育長  

 

 

35番・髙橋栄二委員の備考欄に富津市社会教育委員会議委員長

と、同様に 36番・杉田玲子委員のところを副委員長とさせてい

ただいております。  

 次に、令和３年度君津地方社会教育委員連絡協議会役員（案）

をご覧ください。４市の委員長・議長が会長・副会長となり、

今期は富津市が当番ですので、会長に高橋栄二委員が上がって

おります。そして、富津市の理事は、10番・杉田玲子委員のほ

か、 11番に石井喜美子委員の名を記しております。  

 また、先日は総会に先立ちまして、佐藤委員に最後の監査を

していただきましたが、今期、富津市は監事の当番市ではござ

いませんので、役員としては、以上となります。  

 説明を終わらせていただきます。  

 

事務局の説明が終わりましたが、委員の皆様で、何かご意見

のある方はいらっしゃいますでしょうか。  

 

手順とすれば、先にこの議案の会議をしていくのが順番です

が、様々な状況の中で書面開催という形も含めて、皆さまにも

ご了解を得たものということで提案がありました。  

では、お諮りいたします。  

事務局案に基づき、委員長に髙橋栄二委員、副委員長に杉田

玲子委員を選出し、君津地方連絡協議会のもう一人の理事に  

石井喜美子委員を選出することでよろしいでしょうか。  

 

 異議なし。 

 

ご異議もないようですので、委員長は髙橋栄二委員に、副委

員長は杉田玲子委員に、君津地方連絡協議会のもう一人の理事

は石井喜美子委員に、それぞれ決定いたしました。  

委員長が選任されましたので、ここで仮議長の職を降ろさせ
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（仮議長）  

岡根教育長  

 

（事務局）  

樋口課長  

 

（事務局）  

樋口課長  

 

 

（議長）  

髙橋委員長  

杉田副委員長  

石井理事  

 

（事務局）  

樋口課長  

 

 

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

 

各委員  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

各委員  

ていただきます。  

ご協力ありがとうございました。  

 

髙橋委員長と杉田副委員長は、委員長・副委員長席に移動を

お願いします。  

 

それでは、髙橋委員長・杉田副委員長・石井理事の順に､就

任のごあいさつをお願いいたします。  

 

 

（就任のあいさつ）  

 

 

 

 

ありがとうございました。  

 富津市社会教育委員会議運営規則第３条第４項の規定によ

り、ここからは、髙橋委員長に会議を進めていただきます。  

 それでは、髙橋委員長お願いいたします。  

 

それでは、次の議題に入る前に、会議録署名人２名を決めた

いと思いますが、慣例により私から指名することで、よろしい

でしょうか。  

 

 異議なし。  

 

ご異議もないようですので、大野委員と佐藤委員でよろしい 

でしょうか。  

 

 異議なし。  
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（議長）  

髙橋委員長  

 

 

 

 

 

（事務局）  

伊藤課長補佐  

 

 

 

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

 

各委員  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

森委員  

 

各委員  

 

 

ご異議もないようですので、会議録署名人は、大野委員と 

佐藤委員に決定いたします。  

先ほど議題（３）まで進みましたから、続きまして、議題（４）

の、明るい選挙推進協議会委員の選出についてを議題といたし

ます。  

事務局より、説明を求めます。  

 

明るい選挙推進協議会委員については、社会教育委員の中か

ら一名選出となっております。ところが、４月に改選がござい

まして、選挙管理委員会から森委員に継続の打診があり、私も

確認させていただき、森委員が継続していただけるということ

でご承諾いただいております。以上です。  

 

事務局からの説明は終わりました。委員の皆様から、ご質問

等ございますか。  

 

特にないようですので、明るい選挙推進協議会委員につきま

しては、引き続き森委員にお願いいたします。よろしいでしょ

うか。  

 

 異議なし。  

 

それでは森委員、引き続きよろしくお願いいたします。  

 

 

よろしくお願いいたします。  

 

よろしくお願いいたします。  
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（議長）  

髙橋委員長  

 

（事務局）  

伊藤課長補佐  

 

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

 

各委員  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

 

（事務局）  

伊藤課長補佐  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

 

では、議題（５）令和３年度  事業計画（案）について、事

務局より説明を求めます  

 

（生涯学習・社会教育と社会教育委員、富津市教育施策につ

いて等を盛り込みながら、資料により説明する。  

会議資料 p.5～8、社会教育委員のための例規集参照） 

 

事務局からの説明は終わりました。委員の皆様から、ご質問

等はございますでしょうか。  

 

特にないようですので、採択に移ります。  

議題（５）令和３年度  事業計画（案）について、ご承認い

ただける方は挙手願います。  

 

 （挙手） 

 

賛成全員ですので、令和３年度  事業計画として承認されま

した。（案）をお取りください。  

 

それでは、会議次第５の「報告」にまいります。  

報告（１）イオンモール富津内への富津市立図書館の設置に

ついて事務局より説明を求めます。  

 

（資料により説明する。）  

 

 

事務局からのご説明ありがとうござました。委員の皆さまか

ら、ご質問等ございますか。  
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（議長）  

髙橋委員長  

 

（事務局）  

伊藤課長補佐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

 

石井委員  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

石井委員  

 

 

 

 

 

 

p.10 のスケジュール（案）を見ると、11 月までに何らかの

意見をまとめてほしいということですね。  

 

 定例会というのはもちろんできませんので、11 月のこの案で

いきますというのが臨時会での全員の課題となり、このような

会議での採決になると思います。それまでに臨時会、というよ

り２年前まで行っていた部会のような形で何度か意見をまと

める必要があります。  

 概ね８月辺りにはこちらの素案を示すことができると思う

ので、それを皆様に配布しながら、話し合う機会を設けて、そ

れからそれについて市民の意見を集めていただきながら作っ

ていきたい、そのように考えております。よろしくお願いしま

す。  

 

 はい。今、部会を設置してやりたいという考えでしたが、皆

様、以前も富津市子ども読書活動推進計画を行いましたね。  

 他にご質問はありますか。  

 

はい。  

 

はい、石井委員。  

 

 

 p.6「４  富津市立図書館整備基本計画の策定」の中で、広

く市民の意見を伺う必要からパブリックコメントを実施する

とイメージされていますが、このスケジュール（案）を拝見し

ますと令和３年度 12 月から２月となっていますが、このパブ

リックコメントを実施するというのは具体的にどんな方法で

行うのですか。ホームページや市の広報といった、どんな方法

でしょうか。  
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（事務局）  

伊藤課長補佐  

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局）  

樋口課長  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

（事務局）  

樋口課長  

 

 

 

 

石井委員  

 

 

 

 

 

 

 

 12 月の議会で説明させていただいてからのパブコメという

ことになりますが、おっしゃっている通り、広報ふっつ等や、

全文を載せるのはホームページになります。  

 それまでの間に皆様には生の声を集めていただいて案作り

に協力をしていただきたいというのが一番の課題となります。 

案が出来てからはもっと広い所で、この案でよろしいかとい

うパブコメを行いたい。その前の 11 月段階までの案作りが一

番大変ということで、市民の皆さまの意見をと考えておりま

す。よろしくお願いします。  

 

補足をよろしいですか。  

 

 

 どうぞ。  

 

 

 ホームページや広報の他に、今は SNS でフェイスブックやラ

インという形で市民に発信しておりますので、そういう所でも

併せて発信したいと思います。また、市役所一階や公共施設で

それを確認できるような形をとっておりますので、そういう形

で広く皆様に周知していきたいと考えております。  

 

 ありがとうございます。  

 富津市の住民の構成から考えた時に、やはり高齢者の方が多

いわけですよね。したがって、 SNS やライン、ホームページと

いうのも中々使いきれない方もいらっしゃるのが現状で、広く

市民から意見を求めるのであれば、区長回覧も一つの手だと思

います。回覧版等だと高齢者の方も見られる機会があります。

様々な方法でパブリックコメントを実施していただければい
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石井委員  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

（事務局）  

樋口課長  

 

 

 

 

 

 

 

（事務局）  

岡根教育長  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

 

 

 

 

いのではないかと一市民として思います。  

 

 はい、検討をお願いします。  

 他にございますか。  

 

 質問がなければ、課長、お願いします。  

 

 

富津市立図書館の整備基本計画の立案につきまして、委員の

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。  

説明の中にもございましたが、富津市立図書館の整備基本計

画の立案につきまして、教育委員会から、社会教育委員の皆さ

まに諮問させていただきます。  

それでは、岡根教育長から髙橋委員長に、書面をもって諮問

いたします。  

髙橋委員長はその場でお受け取りください。  

 

（教育長が委員長の前に行き、諮問文書を読み上げ、渡す。） 

 

 

（委員長は自席で立ち、受け取る。）  

 

 

今、岡根教育長から諮問いただきました。  

私達は先ほど申しましたように富津市子ども読書活動推進

計画を立案させていただきました。そういう経験も踏まえて、

先ほど事務局からお尋ねがありましたように、部会を作りまし

て、皆さまのお力を借りて進めたいと思います。  

私達も社会教育委員として市民の代表でございますので、今

後検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしま
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（議長）  

髙橋委員長  

 

各委員  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

（事務局）  

平野公民館長  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

杉田委員  

 

 

（事務局）  

平野公民館長  

 

杉田委員  

 

（事務局）  

平野公民館長  

 

杉田委員  

 

（事務局）  

平野公民館長  

 

す。  

 

 

よろしくお願いします。  

 

続きまして、報告（２）の「富津市公民館のあり方」につい

て公民館長、説明をお願いします。  

 

（資料により説明する。）  

 

 

館長からの説明は終わりました。  

委員の皆様から、ご質問等ございますか。  

 

 伺いたいのですが、 p.9 で「埋立記念館は当面建物を維持す

る」とありますけど、どのような形で行っていくんですか。  

 

 現状のまま、使い続けるという形になります。  

 

 

 今現在の利用や行事等という形でしょうか。  

 

 今ある行事や展示物等が中心となっていますので、今後利用

の仕方等を検討していきたいと思います。  

 

 この当面というのは、どれぐらいでしょうか。  

 

 建物が耐用年数が来るまでは、という解釈です。  
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杉田委員  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

宮内委員  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

宮内委員  

 

 

 

 

 

 

（事務局）  

平野公民館長  

 

 

 

 

 

 

 

宮内委員  

 

（議長）  

髙橋委員長  

わかりました。  

 

 他にございますか。  

 

 

 よろしいですか。  

 

 はい、宮内委員。  

 

 

 p.9 で「ホールは１カ所に集約」となっていますが、どこを

考えていますか。  

 「他２館は多機能集会室対応」ですね。現在、それぞれ３館

のホールが同じような形式になっており、市民会館だけは可動

式の椅子が出せるようになっています。そういう所を多機能集

会室の対応になると、中の改修等も考えられると思いますが。 

 

 基本的に今は富津公民館のホールを残すという形で、これは

あくまで方針ということで、今後、個別計画といって、その一

つ一つの館の計画を作っていかなければいけない段階になる

と思います。  

 また、その時に今の意見を言っていただいたような形で、意

見をいただければ、それを参考に、今後反映していきたいと思

います。今回は更新がこういう形で決まったということでご理

解していただければと思います。  

 

 ありがとうございます。  

 

 個別な意見は、また公民館又は生涯学習課で聞いてくださる

ようです。  
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（議長）  

髙橋委員長  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

 

（事務局）  

伊藤課長補佐  

 

 

 

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

（議長）  

髙橋委員長  

 

 

 

（事務局）  

樋口課長  

 

 

 

 

各委員  

 他にございますでしょうか。  

 

 

特にないようですので、「その他」に入ります。  

それでは、４市と県の大会等について、事務局からお願いし

ます。  

 

＊君津地方社会教育委員連絡協議会総会  

＊第 56 回君津地方社会教育推進大会  

＊第 56 回千葉県社会教育研究大会  

 ＊第 52 回関東甲信越静地区研究大会  

 ＊第 63 回全国社会教育研究大会  

 

はい、ありがとうございました。  

委員の皆様、何かご質問やご意見等はありますでしょうか。 

 

ないようですので、以上で議長の職を解かせていただきま

す。議事進行にご協力いただきまして誠にありがとうございま

した。  

事務局へお返しいたします。  

 

髙橋委員長、ありがとうございました。  

委員の皆様には、長時間にわたりご審議いただき誠にありが

とうございました。  

以上をもちまして、令和３年度第１回富津市社会教育委員会

議を閉会といたします。お疲れさまでした。  

 

 お疲れさまでした。  

 


